
、

妙
法
寺
記
は
甲
斐
の
郷
土
史
料
の
白
眉
で
、
甲
斐
の
史
料
と
し
て
は
餘
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
先
づ
順
序
上
一
往
そ
の
解
読
を
述
ぶ
る

な
ら
ば
、
最
初
の
版
本
た
る
文
化
版
の
駁
に

妙
法
寺
古
記
録
二
巻
所
し
傳
二
於
甲
斐
國
都
留
郡
木
立
村
妙
法
寺
一
也
。
村
在
二
富
士
北
麓
吉
田
邑
西
、
坂
東
路
十
許
里
一
、
俗
呼
二
西
方
八

村
一
之
一
也
。
日
蓮
宗
之
古
道
塲
、
而
今
尚
存
云
、
此
記
起
二
於
文
正
元
年
一
、
経
二
於
永
職
四
年
｜
九
十
六
年
間
、
甲
駿
越
及
坂
東
諸
國

之
事
蹟
、
可
レ
徴
者
最
多
、
乃
至
而
共
振
二
於
考
古
之
學
者
一
。
不
し
爲
レ
不
し
多
豈
不
レ
喜
乎
。

と
あ
る
如
く
，
古
來
小
立
村
一
艫
を
勝
山
と
い
ふ
よ
り
、
地
名
に
則
り
て
叉
一
名
勝
山
記
と
い
ひ
、
寺
名
に
依
て
妙
法
寺
記
と
呼
ん
だ
の

で
あ
ら
う
。
現
行
す
る
諸
本
の
内
容
か
ら
見
れ
ば
、
単
な
る
地
名
と
寺
名
と
の
相
違
ば
か
り
で
な
く
、
自
ら
内
容
に
も
多
少
別
の
意
味
が

あ
る
と
解
し
ら
れ
る
筋
も
あ
る
。

グ

何
と
な
れ
ば
妙
法
寺
記
叉
は
勝
山
記
な
る
も
の
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
観
黙
か
ら
見
ら
れ
る
内
容
を
有
し
て
居
る
。
一
つ
は
妙
法
寺

の
記
録
と
見
る
の
と
、
二
に
は
妙
法
寺
に
鱒
へ
ら
れ
た
記
録
と
見
る
の
で
あ
る
ｏ
即
ち
前
者
は
日
蓮
宗
中
日
隆
を
派
胆
と
す
る
八
品
派
、
帥

『
妙
法
寺
記
』
並
に
そ
の
原
本
に
就
て

「
妙
法
寺
記
』
龍
に
そ
の
原
本
に
就
て

■■■■■
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ち
水
門
法
華
宗
に
畷
し
、
静
岡
沼
津
在
岡
之
宮
光
長
寺
の
末
で
、
本
縣
東
山
梨
郡
休
息
村
立
正
寺
と
共
に
、
宗
岨
の
直
弟
中
老
和
泉
阿
閣

梨
日
法
を
開
山
と
す
る
妙
法
寺
の
記
録
、
即
ち
妙
法
寺
日
記
、
叉
は
妙
法
寺
史
今
笹
意
味
す
る
記
録
の
意
で
あ
る
。
後
者
は
妙
法
寺
に
博
へ

●

ら
虹
た
或
種
の
記
録
の
意
と
も
見
ら
鯉
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
雨
職
か
ら
見
ら
る
聟
様
に
妙
法
寺
記
叉
は
勝
山
記
は
、
現
存
の
諸
本
何
れ
も
巻
首
を
駅
損
し
て
居
る
こ
と
は
、
甲
斐
叢
書
の
第

八
に
載
す
る
「
妙
法
寺
年
録
一
の
最
初
に
『
前
裂
損
』
と
あ
る
に
依
て
も
明
で
あ
る
如
く
、
勝
山
の
淺
間
祁
肚
所
職
本
も
巻
首
が
な
く
、
叉

妙
法
寺
所
藏
の
横
帖
（
長
玉
寸
、
幅
六
寸
）
本
も
最
初
を
紐
損
し
て
居
る
の
で
不
明
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
佛
教
中
心
の
記
録
で
あ
り
、
謂

は
ざ
一
睡
の
佛
教
年
表
で
あ
る
黙
か
ら
見
て
、
恐
ら
く
欽
明
天
皇
十
三
年
ａ
五
五
二
）
佛
教
渡
來
以
來
或
は
よ
り
以
前
か
ら
の
記
録
の

様
に
恩
は
恥
る
。
從
っ
て
本
記
録
は
佛
教
中
心
の
年
録
で
、
そ
れ
に
天
鍵
地
天
等
の
重
大
事
を
記
録
し
た
も
の
で
、
爾
來
永
職
凶
年
恥
一
五

六
二
川
中
島
合
戦
に
及
ぶ
約
千
年
間
の
記
録
で
あ
る
。
而
し
て
妙
法
寺
は
永
仁
三
年
届
一
二
九
五
）
の
草
創
で
あ
る
か
ら
、
妙
法
寺

の
記
録
と
し
て
は
そ
れ
己
來
約
二
百
六
十
年
の
分
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
奴
二
つ
の
槻
靴
か
ら
見
ら
れ
る
と
述
べ
た
所
以
で
あ
る
。

然
ら
ば
妙
法
寺
記
と
は
何
れ
の
内
容
を
意
味
す
る
か
と
い
ふ
に
、
今
の
所
謂
妙
法
寺
記
の
名
は
、
後
に
全
寺
歴
代
の
何
人
に
依
て
か
上

述
約
千
年
間
中
、
妙
法
寺
創
立
後
六
十
餘
年
後
の
文
正
元
年
恥
一
四
六
六
）
よ
り
、
永
祗
四
年
ま
で
の
九
十
六
年
間
分
が
分
割
さ
れ
て
、

妙
法
寺
記
と
名
づ
げ
ら
れ
、
上
下
二
巻
に
分
冊
別
行
せ
ら
れ
、
後
文
化
十
五
年
東
都
松
屋
主
人
源
與
清
に
依
て
刊
行
せ
ら
る
に
至
っ
た
の

で
あ
ら
う
。

叉
本
記
録
が
妙
法
寺
草
創
の
永
仁
三
年
以
來
で
な
く
、
叉
八
品
振
の
開
租
日
隆
が
永
享
元
年
届
一
四
二
九
）
八
品
分
派
以
來
で
も
な

『
妙
法
寺
記
』
並
に
そ
の
原
本
に
就
て

一
一
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■

と
あ
る
に
依
る
に
、
今
の
文
に
立
正
寺
開
山
日
朝
と
あ
る
は
、
こ
れ
休
息
立
正
寺
第
七
世
の
本
果
日
朝
で
、
師
は
先
に
駿
州
岡
之
宮
光
長
寺

東
之
房
に
在
っ
た
が
、
唯
永
廿
六
年
立
正
寺
に
來
り
、
後
永
享
七
年
京
都
本
能
寺
に
八
品
の
派
岨
日
隆
を
訪
ひ
、
互
に
八
品
所
顯
本
迩
勝

劣
の
義
を
論
じ
、
肝
謄
相
照
し
道
契
頓
に
熟
し
、
長
録
・
寛
正
の
頃
立
正
寺
に
在
て
盛
に
本
迩
勝
劣
の
義
を
唱
へ
、
西
隆
束
朝
と
呼
ば
れ

た
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
當
時
岡
之
宮
休
息
は
第
二
租
日
乘
以
來
雨
山
一
寺
の
格
に
あ
っ
た
故
に
、
日
朝
の
勝
劣
義
に
風
廃
せ
ら
れ
、
妙
法

寺
も
そ
の
配
下
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
休
息
に
於
て
も
今
日
日
朝
を
中
興
と
呼
ぶ
が
、
異
端
勝
劣
義
の
開
山
の
意
で
あ
る
。
か
く
東
國
八

品
派
祀
日
朝
の
遷
化
を
以
て
一
時
期
を
劃
す
の
と
、
叉
妙
法
寺
記
躍
に

此
記
超
二
於
丈
正
元
年
一
、
絡
二
於
永
蒜
四
年
一
九
十
六
年
間
、
甲
駿
越
及
坂
東
諸
國
之
事
蹟
可
し
徴
者
最
多

と
い
ふ
記
事
の
内
容
か
ら
の
郷
土
史
料
と
を
傳
へ
る
故
に
、
妙
法
寺
の
記
録
中
よ
り
交
正
以
後
が
別
出
せ
ら
れ
、
後
に
上
下
二
巻
と
し
て

刊
行
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
現
に
同
寺
に
同
様
の
内
容
よ
り
成
る
二
巻
の
草
本
が
保
存
せ
ら
れ
て
居
る
が
、
是
等
が
傳
篇
せ
ら
れ
て
刊

行
せ
ら
る
麓
に
至
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

因
に
「
甲
斐
志
料
藻
成
」
（
七
、
三
本
は
東
郡
を
當
郡
に
、
叉
久
速
を
久
遠
に
作
っ
て
居
る
が
、
久
速
は
休
息
の
普
通
で
立
正
寺
は
今

の
立
正
寺
で
，
岡
之
宮
。
小
立
と
共
に
日
法
の
開
山
で
日
朝
以
來
八
品
派
に
馬
し
た
の
で
あ
る
が
、
中
頃
天
正
十
九
年
十
三
世
日
定
の
時
に

身
延
に
属
し
、
爾
來
今
日
に
及
ん
で
居
る
が
、
八
品
派
で
は
後
に
藤
木
に
立
正
寺
を
立
て
麓
、
休
息
の
立
正
寺
に
代
へ
て
居
る
。

『
妙
法
寺
記
』
並
に
そ
の
原
本
に
就
て

く
、
文
正
元
年
を
以
て
し
た
こ
と
は
、
妙
法
寺
記
上
巻
の
最
初
に

甲
州
東
郡
久
速
立
正
寺
開
山
先
師
日
朝
上
人
御
死
去
未
尅
、
御
供
の
弟
子
七
十
人
導
師
は
御
弟
子
の
内
本
蓮
寺
玉
藏
坊
。
（
「
叢
書
‐
一

文
正
元
丙
戊
閏
十
月
廿
五
日

八
一
一
一
七
）

七
六



二
、
常
州
發
向

一
一
一
、

四
、
本
院
治
十
年
、
光
長
寺
第
二
日
法
上
人
御
遷
化
（
叢
書
八
垣
ハ
）

一

と
あ
る
如
く
、
開
山
の
日
法
の
遷
化
を
以
て
一
期
と
し
た
分
け
方
に
依
っ
た
も
の
で
あ
る
。
随
っ
て
常
州
發
向
と
は
妙
法
寺
の
當
主
の
常

州
行
を
記
し
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。
叉
日
法
を
光
長
寺
第
二
瓶
と
す
る
は
宗
阻
を
初
租
と
す
る
例
に
依
っ
た
の
は
い
ふ
迄
も
な
い
ｏ
斯
く
第
三

然
ら
ば
第
三
本
は
何
故
に
暦
應
元
年
以
來
の
記
録
を
牧
め
た
か
と
い
へ
ば
、
そ
れ
は
矢
張
暦
應
元
年
よ
り
し
た
別
行
本
の
あ
っ
た
事
が

想
像
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
暦
應
年
代
を
見
れ
ば

長
録
元
、
二
、
三
（
寛
正
元
三
、
三
）
四
、
五
、
六
乙
酉
改
元
（
叢
書
八
一
一
一
七
）

と
な
っ
て
居
る
が
、
妙
法
寺
所
藏
本
は
此
黙
の
脱
落
が
な
く
、
叉
同
本
が
天
文
十
七
年
以
下
十
三
年
間
を
開
く
に
對
し
、
祁
祗
本
が
僅
に

永
蘇
の
三
、
四
雨
年
を
閲
く
に
徴
し
て
も
、
妙
法
寺
本
が
恐
ら
く
最
古
本
か
と
思
は
れ
る
。
併
し
そ
の
黙
は
更
に
後
日
の
研
究
を
期
し
た

壬
午
に
至
る
三
年
を
脱
し

斯
の
如
く
妙
法
寺
記
に
は
前
述
の
如
く
、
内
容
か
ら
見
て
雨
様
の
本
が
あ
る
が
、
更
に
績
群
書
類
聚
第
八
百
七
十
八
巻
の
雑
部
二
十
八

に
掲
載
す
る
「
甲
斐
國
妙
法
寺
記
」
本
が
あ
る
。
そ
れ
は
前
述
の
上
巻
を
文
正
元
年
Ｉ
享
録
五
年
、
下
巻
を
天
文
二
年
Ｉ
永
稚
四
年
と
す

る
上
下
二
巻
の
前
に
、
更
に
単
に
「
妙
法
寺
記
」
と
し
て
暦
應
元
年
恥
二
三
八
）
Ｉ
寛
正
六
乙
酉
恥
一
四
六
五
）
に
至
る
、
百
廿

八
年
間
の
記
事
が
添
加
せ
ら
れ
て
居
る
。
然
る
に
「
甲
斐
叢
書
」
の
所
依
た
る
勝
山
淺
間
榊
献
本
は
、
最
後
の
寛
正
元
年
庚
辰
よ
り
三
年

い
0暦

應
元
、『

妙
法
寺
肥
』
並
に
そ
の
原
本
に
就
て

七
七



、

書
が
日
法
の
遷
化
を
以
て
分
割
し
た
こ
と
は
、
第
二
書
が
中
興
の
日
朝
の
遷
化
を
以
て
劃
し
た
の
か
ら
見
て
も
肯
か
れ
る
。
併
し
此
の
第

二
第
三
の
雨
書
は
、
何
れ
が
先
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
二
巻
本
は
文
化
十
五
年
刊
行
で
あ
り
、
第
三
の
暦
應
以
降
本
が
奥
書
に

文
政
九
年
孟
秋
上
幹
江
戸
蓮
堂
小
林
峡
源
正
與
校
書
、
干
註
子
之
寓
居
。

と
あ
る
に
依
る
に
，
文
化
十
五
年
改
元
し
て
文
政
と
な
っ
た
故
に
九
年
後
校
合
で
あ
る
。
叉
文
化
本
の
源
與
清
と
、
文
政
本
の
源
正
與
と

も
或
は
父
子
の
關
係
か
と
，
ｅ
見
ら
れ
る
が
、
當
時
斯
様
の
雨
様
の
別
行
本
の
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
が
出
来
る
。
且
つ
第
三
本
は
二
巻
本
の

刊
行
後
に
出
來
た
こ
と
は
、
第
三
本
が
妙
法
寺
記
と
上
巻
と
下
巻
の
三
部
か
ら
成
立
っ
て
居
る
靴
か
ら
も
明
か
で
あ
る
。

以
下
現
行
の
諸
本
に
就
て
見
る
に
第
一
本
と
し
て
は

一
、
妙
法
寺
所
職
本
潟
本
一
帖
（
縦
五
寸
、
横
六
寸
、
機
帖
大
和
綴
、
四
十
五
紙
）

二
、
麓
間
祁
証
所
藏
本
篇
本
一
帖

三
、
甲
斐
叢
書
、
第
八
昭
和
十
年
版

の
三
本
あ
る
が
、
そ
の
他
前
二
書
の
傳
篇
本
は
庚
瀬
廣
一
氏
等
が
所
職
す
る
所
で
あ
る
。
第
二
本
と
し
て
は

一
，
妙
法
寺
所
藏
本
篇
本
二
巻

二
、
文
化
十
五
年
版
二
巻
（
木
版
）

三
、
護
史
籍
集
覧
、
第
一
村
阿
融
弼
所
蔵
本
明
治
廿
六
年
版

四
、
信
濃
史
料
叢
書
、
第
五
大
正
三
年
版

『
妙
法
寺
記
』
並
脹
そ
の
脈
本
に
就
て

三

七
八



一

今
第
一
本
の
妙
法
寺
所
藏
本
の
文
正
以
後
と
、
錐
二
本
の
妙
法
寺
所
藏
本
と
を
比
較
し
て
見
て
も
、
同
一
記
事
で
あ
り
乍
ら
第
一
本
の

記
事
の
方
が
餘
程
簡
潔
に
書
か
れ
て
居
る
。
第
二
本
は
云
は
ョ
少
し
引
き
延
し
て
書
い
た
棚
が
あ
る
。
殊
に
妙
法
寺
所
職
の
第
一
本
は
天

文
十
七
年
届
一
五
四
八
）
ま
で
ざ
以
下
十
餘
年
間
の
記
事
は
見
え
な
い
が
、
若
し
こ
れ
を
省
略
し
た
も
の
と
す
れ
ば
、
淺
間
榊
献
本
の
方

が
古
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
記
事
の
簡
潔
な
る
黙
か
ら
見
れ
ば
反
て
逆
に
老
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
從
っ
て
此
等
雨
害
の
新
古
の

五
、
甲
斐
志
料
集
成
、
第
七
昭
和
八
年
版

以
上
の
五
本
が
あ
り
。
第
三
本
と
し
て
は

○
績
堂
群
書
類
從
（
第
三
十
輔
上
）
昭
和
七
年
刊

の
一
本
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
今
上
掲
三
本
の
紙
欺
の
相
遼
を
且
く
甲
斐
護
書
本
に
就
て
見
る
に

第
一
本
翌
砺
畔
率
一
千
二
枚
届
一
垂
極
一
一
）
一
○
一
○
年
間

第
二
本
塑
飛
峰
霊
十
二
枚
届
一
挫
禦
）
九
六
年
間

第
三
本
塑
飛
嘩
率
十
四
枚
恥
一
窪
一
Ｊ
一
三
四
年
間

右
の
如
く
第
一
本
の
千
年
の
記
録
は
、
第
二
本
の
約
百
年
間
の
記
録
と
粗
ぽ
同
一
紙
数
な
る
鮎
か
ら
見
て
、
中
興
の
日
朝
遷
化
頃
か
ら
次
第

に
記
録
が
詳
に
な
っ
た
こ
と
が
槻
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
随
っ
て
文
正
頃
以
前
と
以
後
と
は
庚
略
の
別
の
あ
る
こ
と
は
、
以
前
の
記
録
は
前

述
の
如
く
妙
法
寺
に
博
へ
ら
れ
た
記
録
で
あ
り
、
以
後
の
記
録
は
全
く
妙
法
寺
の
記
録
で
あ
り
年
録
で
あ
る
こ
と
は
、
記
録
の
内
容
か
ら
見

て
も
明
か
で
あ
る
。
即
ち
前
考
は
篇
傳
で
あ
っ
て
勿
論
其
の
内
容
に
相
當
重
要
の
黙
も
あ
る
が
、
後
の
妙
法
寺
の
記
録
と
し
て
書
い
た
も

の
と
は
、
そ
の
態
度
と
そ
の
性
質
と
を
異
に
し
た
も
の
と
い
は
い
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
文
正
以
後
が
妙
法
寺
記
と
し
て
軍
猫
に
刊
行
せ
ら
鯉

の
と
は
、
そ
の
龍

た
所
以
で
あ
る
。

『
妙
法
寺
記
』
並
に
そ
の
脈
本
に
就
て

七
九



１
１

問
題
は
、
記
事
の
内
容
そ
の
他
種
燕
の
角
度
か
ら
、
充
分
に
研
究
し
た
上
で
な
い
と
判
明
し
な
い
。

執
れ
に
し
て
も
第
一
本
は
古
傳
の
篇
傳
を
中
心
と
し
、
そ
の
記
事
に
習
っ
て
次
第
に
新
事
寶
を
書
き
博
へ
た
も
の
で
、
そ
の
新
事
實
の

記
録
の
分
が
正
し
く
妙
法
寺
記
と
い
ふ
名
に
相
當
す
る
の
で
あ
る
。
上
來
の
篇
傳
の
分
迄
を
一
緒
に
し
た
甲
斐
叢
書
の
如
く
一
妙
法
寺
年

録
」
と
い
ふ
か
、
ま
た
古
來
の
別
溌
の
如
く
「
勝
山
記
」
と
稲
す
る
が
適
當
で
あ
る
。

然
ら
ば
第
三
本
と
第
二
本
と
相
逮
は
如
何
と
い
ふ
に
、
即
ち
銘
三
本
の
暦
應
元
年
か
ら
寛
正
六
年
に
至
る
、
一
百
二
十
九
年
間
の
記
事

は
見
様
で
は
、
前
と
殆
ど
同
一
態
度
を
以
て
同
一
程
度
に
記
録
し
た
と
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
此
に
於
て
か
文
正
以
前
の
分
は
果
し
て

何
時
、
何
人
が
何
に
依
て
嘉
傳
せ
ら
れ
た
か
ざ
問
題
で
あ
る
。
此
に
就
て
は
本
書
の
研
究
す
べ
き
黙
は
全
く
第
二
本
叉
は
第
三
本
と
第
一

本
と
聯
絡
黙
に
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

此
に
於
て
か
且
ら
く
文
正
以
下
を
第
二
本
、
暦
應
以
下
を
第
三
本
と
し
、
そ
れ
以
前
の
恐
ら
く
傳
篇
と
見
る
べ
き
分
を
第
一
本
と
す
れ

ば
、
第
二
本
と
第
三
本
と
に
は
前
述
の
如
く
記
事
に
庚
略
の
別
が
あ
り
、
第
三
本
中
の
文
正
以
前
と
第
一
本
の
記
述
の
態
度
の
相
蓮
は
殆
ど

見
出
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
先
づ
第
一
本
中
宗
門
關
係
の
記
事
を
求
む
れ
ば
、

貞
應
元
、
後
堀
河
院
義
仁
治
二
十
二
年
八
十
二
代
、
日
蓮
大
聖
人
御
誕
生
二
月
十
六
日

文
永
三
、
如
來
滅
後
二
千
三
百
四
十
歳

弘
安
五
、
日
蓮
大
聖
人
遷
化
十
月
十
三
日
、
同
六
月
十
二
日
洪
水

永
仁
（
元
）
平
左
術
（
門
）
・
入
道
同
子
息
三
人
共
に
打
る
斡
也

『
妙
法
寺
記
』
並
に
そ
の
原
本
に
就
て

四
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本
の
初
に

暦
應
四
、

と
あ
る
が
、

暦
應
四
、

延
慶
四
、
光
長
寺
開
山
日
春
聖
人
御
遷
化

以
上
が
所
謂
第
一
本
の
分
の
宗
門
關
係
の
記
事
で
あ
る
が
、
就
中
文
永
三
年
は
佛
滅
二
千
二
百
十
五
年
に
儲
り
、
今
の
二
千
三
百
四
十
年

と
あ
る
は
、
宗
覗
所
依
の
佛
滅
年
代
と
百
二
十
五
年
の
相
遠
が
あ
る
。
更
に
此
の
他
に
注
意
す
べ
き
は

蟇
栗
元
）
今
上
院
後
二
條
治
七
年
九
十
一
代
（
叢
書
輻
ハ
）

。
０
０

の
記
事
で
あ
る
。
今
上
院
と
あ
る
は
全
く
奇
怪
で
、
そ
れ
に
就
て
は
廣
瀬
廣
一
氏
の
手
澤
本
も
矢
張
此
の
黙
に
不
審
を
抱
き
、

今
上
院
と
あ
る
に
依
り
、
案
ず
る
に
本
書
の
原
本
、
當
代
の
年
緑
を
用
ひ
し
な
ら
ん
。

と
冠
註
朱
書
し
て
居
る
が
、
第
三
本
た
る
群
書
類
從
本
が
暦
應
元
年
前
後
を
以
て
、
妙
法
寺
記
と
瞳
劃
し
た
こ
と
か
ら
老
ふ
る
に
、
第
三

本
院
治
十
年
光
長
寺
第
二
日
法
上
人
御
遷
化
（
叢
書
垣
ハ
）

と
あ
る
が
、
日
法
の
遷
化
に
就
て
は
日
潮
の
別
頭
統
紀
は
、
此
年
八
十
歳
の
入
滅
（
全
書
本
橲
四
）
と
い
ひ
、
日
因
の
御
物
語
総
聞
紗
佳

跡
上
に
は
全
年
八
十
三
歳
（
富
士
宗
學
要
集
職
識
醗
一
）
と
す
る
が
、
若
し
前
説
に
依
れ
ば
嘉
元
元
年
は
日
法
聖
人
五
十
二
歳
で
あ
り
、
後

説
に
依
れ
ば
四
十
五
歳
の
時
に
常
る
の
で
あ
る
。
且
つ
上
述
の
諸
黙
の
重
職
た
る

一
、
嘉
元
元
年
を
今
上
院
と
記
す
る
こ
と
、

二
、
第
三
本
の
群
書
類
從
本
が
日
法
遷
化
を
以
て
分
割
す
る
こ
と
、

三
、
宗
租
を
日
蓮
大
聖
人
と
害
し
、
光
長
寺
の
開
山
日
春
聖
人
の
遷
化
を
記
入
せ
る
こ
と
、

是
等
の
諸
黙
を
綜
合
し
て
妙
法
寺
記
の
原
本
は
恐
ら
く
日
法
聖
人
に
依
て
書
か
れ
た
も
の
と
推
断
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
日
法
聖
人
が

依
葱
す
べ
き
原
本
か
ら
傅
篇
さ
れ
、
或
は
誰
人
か
の
傳
篇
せ
る
も
の
を
相
承
し
、
そ
れ
に
そ
の
後
の
出
來
事
を
前
記
録
に
準
じ
て
次
第

『
妙
法
寺
記
』
並
に
そ
の
原
本
に
就
て

八
一
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1

に
記
入
し
來
つ
た
が
、
偶
女
暦
應
凶
年
遷
化
せ
ら
れ
、
且
つ
そ
れ
が
妙
法
寺
に
鱒
へ
ら
れ
、
歴
代
の
住
持
が
そ
の
後
を
書
き
繼
ぎ
來
つ
た
も

の
が
、
妙
法
寺
記
と
し
て
後
世
に
傳
へ
ら
る
鴬
に
至
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

而
し
て
群
書
類
從
本
叉
は
暦
應
本
と
、
文
化
版
の
文
正
本
と
の
相
違
を
生
じ
た
の
は
，
前
に
も
述
べ
た
如
く
文
正
以
前
の
記
事
が
、
大

艘
最
初
か
ら
の
記
事
と
同
一
程
度
の
内
容
を
以
て
書
か
れ
た
こ
と
、
即
ち
日
法
聖
人
が
傳
罵
さ
れ
た
ら
う
と
恩
は
れ
る
部
分
と
、
同
一
の

態
度
を
以
て
書
か
れ
た
こ
と
、
且
つ
此
の
筆
者
が
傳
罵
さ
れ
た
日
法
聖
人
か
と
思
推
せ
ら
る
ご
の
と
、
丈
正
後
に
日
朝
聖
人
が
遷
化
せ
ら

れ
て
、
そ
の
記
事
以
後
從
前
の
偶
然
的
年
代
記
の
害
繼
ぎ
の
態
度
を
全
然
革
め
、
妙
法
寺
を
中
心
と
し
て
甲
駿
越
乃
至
東
國
地
方
の
記
事
を

多
く
掲
載
す
る
に
至
っ
て
、
從
前
の
妙
法
寺
に
傳
は
っ
た
記
録
で
な
く
、
全
く
妙
法
寺
の
記
録
と
な
っ
た
故
に
、
そ
の
紙
数
に
於
て
も
約
九

分
の
一
の
年
間
に
、
十
倍
も
の
記
録
を
見
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
故
に
文
正
以
後
を
妙
法
寺
記
と
し
て
別
行
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ら

う
。
か
く
の
如
く
日
朝
聖
人
遷
化
後
記
録
の
態
度
の
革
ま
っ
た
の
は
、
日
法
聖
人
の
所
持
本
が
妙
法
寺
に
傳
は
り
、
日
朝
聖
人
在
世
の
頃
ま

で
は
從
來
と
同
様
の
態
度
を
以
て
書
き
繼
が
れ
た
が
、
日
朝
聖
人
の
遷
化
後
偶
然
誰
人
か
ざ
態
度
を
革
め
た
の
が
伽
を
爲
し
て
、
今
日
の

如
き
妙
法
寺
記
が
出
來
た
の
で
あ
ら
う
。
且
つ
最
初
に
「
甲
州
東
郡
久
連
立
正
寺
開
山
先
師
日
朝
聖
人
」
と
あ
る
に
依
れ
ば
、
日
朝
聖
人

の
弟
子
中
の
誰
か
で
あ
り
、
蓮
文
に
「
弟
子
七
十
人
」
と
あ
る
中
の
一
人
で
あ
っ
た
ら
う
が
、
誰
か
は
不
明
で
あ
る
。

上
來
の
記
事
に
依
て
妙
法
寺
記
の
初
の
分
は
、
粗
ぽ
日
法
聖
人
の
傳
嘉
か
と
想
像
せ
ら
れ
る
し
、
叉
中
間
は
妙
法
寺
の
住
僧
、
後
分
の

所
謂
妙
法
寺
記
の
分
は
日
朝
聖
人
の
弟
子
等
、
妙
法
寺
の
住
僧
に
依
て
次
第
に
書
き
繼
が
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
そ
の
中
殊
に
吉
田
、
久
速

（
叢
書
一
一
一
八
久
遠
は
久
速
の
談
か
）
身
延
、
小
石
澤
（
和
）
等
の
寺
院
側
係
の
記
事
に
就
て
は
、
折
を
得
て
研
究
を
進
め
た
い
と
恩
ふ
。

『
妙
法
寺
肥
』
並
に
そ
わ
原
本
に
就
て
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要
す
る
に
後
の
分
は
大
鰐
郷
土
史
の
史
料
が
本
書
の
償
値
で
あ
っ
て
、
此
の
黙
は
そ
れ
人
、
専
門
の
研
究
を
俟
つ
も
の
で
あ
る
。

併
し
乍
ら
今
此
に
研
究
せ
ん
と
す
る
の
は
、
日
法
聖
人
嘉
傳
と
恩
は
る
塗
原
本
に
就
て
ざ
あ
る
。
前
に
も
述
べ
た
様
に
そ
の
内
容
は
、

佛
教
の
傳
來
を
超
黙
と
す
る
佛
教
文
化
史
を
中
心
と
し
て
、
天
鍵
地
天
と
重
な
る
治
凱
興
亡
の
記
事
で
あ
る
。
故
に
そ
の
中
心
記
事
か
ら

し
て
佛
者
の
手
に
な
っ
た
こ
と
夢
、
佛
者
に
依
て
筆
録
相
博
し
來
つ
た
こ
と
は
、
そ
の
所
在
が
妙
法
寺
で
あ
る
鮎
か
ら
も
動
か
ぬ
黙
で
あ

る
。
更
に
然
る
所
以
を
物
語
る
の
は
、
群
書
類
從
本
の
文
政
九
年
の
奥
書
に
は

記
録
中
如
〆
庭
與
し
へ
、
雲
輿
し
雪
、
賀
與
レ
買
、
光
與
し
石
、
充
與
し
宛
、
虚
與
レ
所
、
當
與
し
常
慰
賢
與
し
賀
、
陳
與
レ
陣
、
年
與
し
事
、
結
與
レ
談
、

逼
與
レ
逗
、
遥
與
レ
遥
、
乘
與
シ
憲
、
繩
與
』
綱
、
貞
與
し
眞
、
鯛
與
レ
餓
、
鋪
與
レ
敷
、
詑
與
レ
詫
之
類
必
錐
二
魯
魚
可
一
レ
疑
亦
有
し
不
し
可
レ
疑
、
悉

從
原
本
一
而
不
レ
改
治
刻
刷
印
公
諸
世
、
管
見
秀
加
来
圏
一
、
以
正
一
後
之
君
子
｝
焉
（
三
○
輯
上
宅
）

等
と
罵
偉
本
の
字
様
に
就
て
述
べ
て
居
る
が
営
字
誤
字
は
筆
者
に
依
て
逃
れ
さ
る
所
で
あ
る
か
ら
、
全
く
「
雌
二
魯
魚
可
一
レ
疑
亦
有
し
不
し
可
シ

疑
」
と
い
ふ
如
く
で
あ
る
。
然
る
に
文
化
本
の
戯
に
は

亦
字
艘
升
作
し
半
、
被
作
し
皮
、
鋳
作
レ
官
者
省
字
也
。
候
作
レ
、
、
事
作
し
可
、
外
作
レ
イ
省
略
字
也
。
或
石
訓
一
加
多
之
一
、
痘
訓
レ
毛
、

劣
訓
灘
久
一
、
捌
訓
二
左
八
久
一
等
古
訓
、
而
益
一
於
老
古
學
者
一

と
あ
る
省
字
、
略
字
、
古
訓
で
あ
る
が
‐
こ
の
中
最
後
の
古
訓
は
自
ら
そ
の
時
代
的
特
長
を
有
す
る
も
の
で
、
古
訓
に
依
て
そ
の
時
代
を

知
る
手
懸
と
な
る
の
で
あ
る
。
若
し
省
字
略
字
は
こ
れ
今
日
の
如
く
活
版
術
の
發
達
せ
ざ
る
時
に
在
て
は
、
悉
く
が
総
て
筆
篤
に
依
っ
た

の
で
あ
る
か
ら
、
何
時
し
か
省
字
略
字
の
間
に
一
定
の
約
束
が
生
じ
て
、
省
字
略
字
に
依
て
筆
者
の
勢
を
幾
分
な
り
省
か
ん
と
し
た
も
の

で
あ
る
。
併
し
乍
ら
右
の
文
に
掲
げ
た
の
は
、
概
ね
一
般
的
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
甲
斐
叢
書
」
本
の
妙
法
寺
年
録
に
菩
薩
を

サ
サ
（
』
唾
璋
）
に
作
る
猫
特
の
略
字
は
、
こ
れ
佛
者
の
約
束
で
あ
る
か
ら
此
の
鮎
が
、
我
等
を
し
て
佛
者
の
薦
傳
と
断
定
せ
し
め
た
軸

『
妙
法
寺
部
』
並
に
そ
の
原
本
に
就
て
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然
ら
ば
そ
の
原
本
に
就
て
は
、
日
法
聖
人
四
十
五
乃
至
五
十
歳
時
代
の
記
事
に
、
前
述
の
如
く
「
今
上
院
」
の
文
字
の
あ
っ
た
こ
と
は
，

廣
瀬
氏
所
持
本
に
「
原
本
は
當
代
の
年
録
」
と
の
註
に
依
て
、
日
法
聖
人
と
思
推
せ
ら
る
の
で
あ
る
が
、
然
ら
ば
日
法
聖
人
は
果
し
て
誰

人
の
筆
録
に
依
ら
れ
た
か
ざ
問
題
で
あ
る
。

高
租
身
延
隠
棲
之
間
、
淵
し
席
扇
し
床
、
具
鳩
二
孝
恩
一
美

と
あ
る
如
く
常
に
側
近
に
侍
し
て
給
侍
相
勤
め
、
且
つ
彫
刻
に
秀
で
曾
て
身
延
山
に
於
て
百
尺
の
桧
を
得
て
、
百
年
の
後
似
像
を
残
さ
ん

と
し
て
、
宗
租
の
蕊
許
を
得
て
等
身
の
像
三
躯
を
刻
み
，
身
延
、
池
上
、
比
企
に
安
置
し
、
叉
残
木
を
以
て
一
躯
を
作
り
、
後
常
在
日
朝

妙
光
寺
を
創
立
之
を
安
置
し
、
叉
宗
祀
滅
後
中
山
、
小
湊
、
那
瀬
妙
法
寺
、
演
法
華
寺
、
京
妙
顯
寺
、
休
息
立
正
寺
の
像
は
皆
そ
の
作
に

拘
は
る
と
博
へ
る
。
何
れ
に
も
せ
よ
日
法
は
身
延
常
在
給
侍
の
熱
か
ら
見
て
、
今
の
年
録
の
原
本
は
恐
ら
く
、
日
蓮
聖
人
の
御
所
持
本
よ

り
の
篇
傳
に
は
あ
ら
ざ
る
か
と
恩
は
れ
る
の
で
あ
る
。

然
ら
ば
日
蓮
聖
人
の
御
所
持
本
に
右
様
の
年
録
が
あ
り
し
や
否
や
と
い
ふ
に
、
日
蓮
聖
人
は
有
名
に
は
註
法
華
經
十
巻
、
そ
れ
は
遊
學
中

諸
經
論
鐸
の
要
文
を
經
典
に
記
入
し
、
常
に
こ
れ
を
所
持
し
て
居
ら
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
他
重
要
の
經
論
樺
の
抜
書
も
座
右
に
置
か

れ
て
、
御
述
作
御
消
息
も
書
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、
佐
渡
御
流
罪
に
鴬
つ
て
は
十
月
十
二
日
龍
口
法
難
の
折
、
松
葉
ヶ
谷
の
御
草
庵
に
於

が
文
に

で
あ
る
。

由
來
日
法
聖
人
は
日
蓮
聖
人
の
弟
子
中
、
最
上
位
の
六
老
僧
に
次
ぐ
、
十
八
中
老
僧
の
筆
頭
で
あ
り
傳
は
別
頭
統
記
第
十
一
に
見
ゆ
ろ

『
妙
法
寺
記
』
並
膿
そ
の
原
本
に
就
て

｛
〈

｡
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と
あ
る
如
く
、
此
の
中
に
見
ゆ
る
如
き
外
典
の
書
、
外
典
の
物
語
等
も
集
め
ら
れ
て
居
り
、
随
っ
て
是
等
の
中
に
、
最
初
篇
傳
の
妙
法
寺

記
の
如
き
外
典
書
の
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
而
し
て
此
等
に
就
て
は
身
延
山
歴
代
の
聖
教
目
録
（
山
川
博
士
「
日
蓮
聖
人
研

究
』
第
二
垂
九
、
身
延
山
史
六
八
）
並
に
永
仁
七
年
届
一
二
九
九
）
・
の
中
山
の
初
祀
富
木
常
忍
の
「
常
修
院
本
尊
聖
教
事
』
や
叉
康
永

三
年
届
二
面
四
）
中
山
彗
頽
日
祓
の
「
本
尊
聖
教
録
」
（
日
蓮
宗
掩
學
全
書
、
上
聖
部
畔
邸
峠
）
等
を
見
れ
ば
御
眞
践
並
に
そ
の
嘉
傳
等

と
共
に
外
傳
書
並
抜
書
等
が
相
営
保
存
せ
ら
れ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

先
づ
其
内
中
山
の
茄
師
の
本
尊
聖
教
録
に
は
、
十
七
の
大
綱
要
文
等
の
下
に

と
あ
る
如
く
、
註

外
典
紗
、
丈
御

外
典
ノ
書
、
貞

て
給
候
く
し
。

雨
朝
略
年
代
記

紹
蓮
圖

王
代
記

叉
三
十
四
の
外
典
の
下
に

て
御
召
取
の
折
に
は
種
廷
御
振
舞
紗
に

平
の
左
衞
門
尉
が
一
の
郎
從
、
少
輔
房
と
申
す
者
は
し
り
よ
り
て
、
日
蓮
が
懐
中
せ
る
法
華
經
の
第
五
ノ
巻
を
取
り
出
し
て
、
お
も
て

を
三
度
さ
い
な
み
て
、
さ
ん
ざ
ん
と
う
ち
ち
ら
す
（
た
一
一
）
｜

あ
る
如
く
、
註
法
華
經
も
此
の
始
末
で
あ
っ
た
故
に
、
文
永
九
年
三
月
佐
渡
よ
り
弟
子
檀
那
宛
の
佐
渡
御
書
に
は

外
典
紗
、
文
句
ノ
ー
、
玄
ノ
四
ノ
本
末
、
勘
文
宣
旨
等
こ
れ
へ
の
人
交
も
ち
て
わ
た
ら
せ
給
へ
、
象
二
）

外
典
ノ
書
、
貞
槻
政
要
す
べ
て
外
典
の
物
語
、
八
宗
の
相
傅
等
此
等
が
な
く
し
て
は
、
消
息
も
か
麓
れ
候
は
ぬ
に
、
か
ま
へ
て
か
ま
へ

『
妙
法
寺
記
』
並
に
そ
の
原
本
に
就
て

（
郵
三
）

一一一

紙帖帖

（
日
藝
一
不
交
學
全
書
、
上
聖
部
型
一
）

八
五



｡

6

帝
年
録
三
帖

唐
年
代
記
一
帖

私
漢
年
代
記
六
帖
（
全
上
世
二
）

等
の
書
名
が
見
え
。
身
延
に
於
て
は
十
一
代
日
朝
聖
人
の
蕊
賓
目
録
に

日
本
佛
法
次
第
事
（
第
七
箱
）
、
（
身
延
山
史
七
○
）

王
代
抄
（
第
五
箱
）
、
（
全
上
七
こ

等
が
見
え
士
一
代
日
意
の
大
聖
人
御
筆
目
録
（
日
蓮
聖
人
研
究
、
笙
伝
五
）
に
も
同
様
に
南
書
を
掲
げ
、
第
廿
一
代
日
乾
の
雛
費
目
錐

に
は
、
御
眞
蹟
の
本
末
並
に
破
損
個
所
等
を
綿
密
に
記
し
、
明
治
八
年
不
慮
の
回
録
に
身
延
山
珍
識
の
御
眞
蹟
の
悉
く
烏
有
に
蹄
し
て
知

る
由
の
な
い
今
日
、
そ
の
内
容
の
一
班
を
知
り
得
る
重
要
の
記
録
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
依
れ
ば
日
本
國
佛
法
渡
次
第
事
に
就
て
は

都
テ
大
和
國
高

敏
達
天
皇
孫

皇
子

鶏
衆
一
百
人
沙
彌
一
百
口
文

表
裏
共
御
筆
也
、
但
奥

十
五
紙
ノ
分
裂
二
有
之

初
十
紙
ハ
表
二
斗
出
ス
（
全
上
哩
二
）

『
妙
法
寺
記
』
並
に
そ
の
原
本
に
就
て

已
上
廿
五
紙

此
間
文
字
損
失

↓
ハ
《
ハ



と
あ
る
に
依
れ
ば
、
本
書
で
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
若
し
王
代
抄
に
就
て
は

一
、
王
代
抄
裏
ノ
御
筆
也
、
十
五
紙
（
全
上
埋
二
）

と
あ
り
、
叉
廿
九
代
日
筵
の
目
録
に
は
王
代
抄
は
な
く
、
漢
土
日
域
佛
法
事
一
巻
（
全
上
極
五
）
が
加
へ
ら
れ
て
居
る
が
、
此
等
は
今
日
何

れ
も
傳
ら
ぬ
故
に
そ
の
内
容
を
知
る
べ
き
で
は
な
い
ｏ
恐
ら
く
是
等
の
中
主
代
抄
掴
帝
年
録
等
の
如
き
も
の
が
、
今
の
妙
法
寺
記
の
嘉
傳
の

源
を
な
す
か
に
思
推
せ
ら
る
夢
の
で
あ
る
。
前
述
の
如
く
日
法
は
身
延
時
代
の
常
随
給
侍
の
一
人
で
あ
っ
た
故
に
、
折
を
得
て
是
等
の
年
録

を
傳
篇
し
、
叉
は
六
老
僧
等
の
傳
篇
本
を
相
承
し
て
所
持
し
た
こ
と
も
、
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
は
な
い
。

上
述
の
如
く
妙
法
寺
年
録
の
原
本
に
就
て
は
、
今
日
の
文
献
上
判
然
と
こ
れ
を
断
定
し
得
ぬ
こ
と
は
雀
だ
遺
憾
で
あ
る
が
、
併
し
上
述

の
如
き
考
方
も
必
ず
し
も
無
暴
の
推
論
で
は
無
か
ら
う
と
恩
ふ
。
今
此
の
事
實
を
反
證
す
る
た
め
に
、
日
蓮
聖
人
御
遺
文
中
同
様
の
記
事

に
就
て
、
そ
の
研
究
を
進
め
て
見
る
も
一
方
法
と
信
ず
る
。

日
蓮
聖
人
の
遺
文
は
現
存
す
る
も
の
資
に
四
百
数
十
篇
に
及
び
、
日
蓮
聖
人
御
遺
文
の
溌
艮
閣
版
（
縮
刷
）
に
悉
く
編
年
鵜
に
編
瞬
せ

ら
れ
て
居
る
が
、
立
正
安
國
と
日
本
の
柱
を
以
て
任
じ
た
聖
人
の
著
作
、
並
に
御
消
息
に
は
常
に
上
代
よ
り
の
皇
國
治
飢
の
歴
史
的
事
霞

を
指
摘
し
、
蒙
古
來
の
國
難
に
對
し
精
祁
動
員
を
絶
叫
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
就
中

所
祷
妙
（
文
永
九
年
）
縮
刷
八
九
四

曾
谷
入
道
殿
許
御
書
（
全
十
二
年
）
全
一
○
九
六

撰
時
妙
（
建
治
元
年
）
全
二
九
八

『
妙
法
寺
記
』
並
に
そ
の
原
本
に
就
て

七

八
七



､

三
三
藏
祇
雨
事
（
全
年
）
縮
刷
一
二
五
四

脚
國
王
御
書
（
全
年
）
全
一
三
四
九

報
恩
妙
（
建
治
二
年
）
全
一
四
五
一

下
山
御
消
息
（
全
三
年
）
全
一
五
五
五

本
尊
問
答
紗
（
弘
安
元
年
）
全
一
七
九
四

等
は
就
中
皇
國
の
治
凱
に
就
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
中
に
も
祇
祷
紗
の
如
き
は
、
承
久
の
飢
に
就
て
詳
説
し
て

承
久
三
年
辛
巳
四
月
十
九
日
、
京
夷
飢
時
、
爲
二
關
東
調
伏
一
、
依
隠
岐
法
皇
宣
旨
一
、
被
一
二
始
行
二
御
修
法
十
五
観
之
秘
法
一
、
乃
至
五
月

一
千
一
日
武
識
守
殿
ヵ
（
東
）
海
道
よ
り
上
洛
、
甲
斐
源
氏
は
（
東
）
山
道
を
上
る
。
武
部
殿
ハ
北
陸
道
を
上
り
給
ふ
、
乃
至
七
月
十
一
日
本
院

隠
岐
〃
國
へ
被
し
流
給
、
中
院
阿
波
國
へ
被
し
流
給
ひ
、
第
三
院
ハ
佐
渡
〃
國
へ
被
し
流
給
ふ
。
秘
○

等
と
記
し
て
，
吾
妻
鏡
二
十
五
（
古
典
全
集
五
、
茎
ど
の
記
事
と
全
く
合
致
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
右
の
中
年
代
を
最
も
廣
く
畢
げ

た
の
は
祁
國
王
御
書
で
、
祁
世
十
二
代
に
筆
を
起
し
、

第
一
の
王
は
祁
武
天
皇
此
レ
は
ひ
こ
な
ぎ
さ
の
御
子
也
、
乃
至

第
十
四
は
仲
哀
天
皇
鋤
父
岬

第
十
五
は
祁
功
皇
后
“
母
殿

第
十
六
は
應
祁
天
皇
、
仲
藏

第
十
六
は
應
榊
天
皇
、
仲
哀
榊
功
御
子
今
八
幡
大
菩
薩
也
、
乃
至

第
二
十
九
代
は
宣
化
天
皇
也
。
此
時
ま
で
は
月
支
漢
土
に
は
佛
法
あ
り
し
か
ど
も
、

『
妙
法
寺
肥
』
並
に
そ
の
原
本
に
就
て

日
本
國
に
は
い
ま
だ
わ
た
ら
ず
。

八
八



血

第
三
十
代
は
欽
明
天
皇
此
の
皇
は
第
二
十
七
代
の
繼
鰡
の
御
嫡
子
也
、
治
三
十
二
年
。
此
の
皇
の
治
十
三
年
壬
申
十
月
十
三
日
辛
酉
百

濟
國
の
聖
明
皇
金
銅
の
緯
迦
佛
を
渡
し
奉
る
。
今
日
本
國
の
上
下
寓
人
一
同
に
阿
彌
陀
佛
と
申
此
也
。
乃
至
欽
明
ｃ
敏
達
・
用
明

０
０
０
０
０
０
０
０
０
ｏ
Ｏ
ｃ
Ｏ
Ｏ
０
０
０
０
０
○

の
三
代
三
十
年
は
崇
給
事
な
し
。
其
間
の
事
さ
ま
ざ
ま
な
り
と
い
へ
ど
も
、
其
時
の
天
鍵
地
天
は
今
の
代
に
こ
そ
に
て
候
へ
ど
も
、

今
は
亦
其
の
代
に
も
に
る
べ
く
も
な
き
菱
天
也
。

第
三
十
三
代
崇
峻
天
皇
の
御
宇
よ
り
佛
法
我
朝
に
崇
ら
れ
て

第
三
十
四
代
推
古
天
皇
の
御
宇
に
盛
に
ひ
ろ
ま
り
き
。
此
時
三
諭
宗
と
成
蜜
宗
と
申
宗
始
て
渡
候
き
、
乃
至

人
王
三
十
六
代
皇
極
天
皇
の
御
宇
に
祁
宗
わ
た
る
。

人
王
四
十
代
天
武
（
天
皇
）
御
宇
に
法
相
宗
わ
た
る
。

人
王
四
十
四
代
元
正
天
皇
の
御
宇
に
大
日
経
わ
た
る
。

人
王
四
十
五
代
に
聖
武
天
皇
御
宇
に
華
厳
宗
を
弘
通
せ
さ
せ
給
・

人
王
四
十
六
代
孝
謙
天
皇
御
宇
に
律
宗
と
法
華
宗
わ
た
る
。
し
か
り
と
い
へ
ど
も
唯
律
宗
計
弘
て
天
台
法
華
宗
は
弘
通
な
し
。

人
王
五
十
代
に
最
澄
と
申
す
聖
人
あ
り
法
華
宗
を
我
と
見
出
て
（
中
略
）
同
き
御
宇
に
室
海
と
申
人
、
漢
土
に
わ
た
り
て
眞
言
宗
を
な

ら
う
。
し
か
り
と
い
へ
ど
も
い
ま
だ
此
の
御
代
に
は
蹄
朝
な
し
。

人
王
第
五
十
一
代
に
平
城
天
皇
の
御
宇
に
飾
朝
あ
り
。

五
十
二
代
の
嵯
峨
天
皇
の
御
宇
に
（
中
略
）
傳
教
大
師
御
入
滅
の
一
年
の
後
也
。

人
王
五
十
四
代
仁
明
天
皇
の
御
宇
に
圓
仁
和
尚
漢
土
に
わ
た
り
て
重
て
法
華
眞
言
の
二
宗
を
な
ら
い
わ
た
す
。

人
王
五
十
五
代
文
穂
天
皇
の
御
宇
に
（
金
蘇
二
經
疏
を
造
り
）
大
日
經
義
緯
に
域
べ
て
眞
言
宗
三
部
と
が
う
し
（
中
略
）

『
妙
法
寺
記
』
並
に
そ
の
脈
本
に
就
て

八
九



、

と
以
上
の
如
く
約
廿
一
代
に
亙
っ
て
、
相
等
重
要
黙
に
就
て
の
み
記
述
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。

以
下
且
く
皇
位
の
み
を
中
心
と
し
て
祁
國
王
御
書
と
妙
法
寺
年
録
と
を
對
照
し
て
見
や
う
。

（
皇
位
）
（
榊
國
王
御
書
）
（
妙
法
寺
年
録
）

二
九
代
欽
明
天
皇
三
○
？

三
○
代
敏
達
天
皇
（
三
こ
？

三
一
代
用
明
天
皇
（
三
二
）
三
○

三
二
代
崇
峻
天
皇
三
三
三
○

三
三
代
推
古
天
皇
△
三
四
三
四

三
四
代
儲
明
天
皇
（
三
五
）
三
五

三
五
代
皇
極
天
皇
△
三
六
三
六
好
明

人
王
八
十
一
代
を
は
安
徳
天
皇
と
申
す
（
中
略
）

人
王
八
十
二
代
は
隠
岐
ノ
法
皇
と
申
高
倉
の
第
三
の
天
子
、
文
治
元
年
丙
午
御
即
位
、

八
十
三
代
に
は
阿
波
ノ
院
、
隠
岐
ノ
法
皇
長
子
、
建
仁
二
年
に
位
に
繼
給
フ
。

八
十
四
代
に
は
佐
渡
ノ
院
隠
岐
ノ
法
皇
第
二
ノ
王
子
、
承
久
三
年
辛
巳
二
月
二
十
六
日
に
王
位
に
つ
き
給
。
同
ン
き
七
月
に
佐
渡
の
島
に
う

つ
さ
れ
給
フ
。
（
」
に
率
罰
）

『
妙
法
寺
記
』
並
に
そ
の
原
本
に
就
て

八

九
○



P

、
五
○
代
桓
武
天
皇
△
五
○
五
○

○
五
一
代
卒
城
天
皇
五
一
五
○

○
五
二
代
嵯
峨
天
皇
五
二
五
○
．

＠
五
四
代
仁
明
天
皇
△
五
四
五
四

，
五
五
代
文
徳
天
皇
△
五
五
五
五

○
八
一
代
安
徳
天
皇
八
一
七
八

○
八
二
代
後
鳥
羽
院
八
二
辨
誕
七
九

○
八
三
代
土
御
門
院
八
三
阿
波
院

○
八
四
代
順
徳
天
皇
八
四
佐
渡
院
八
一

以
上
の
如
く
三
つ
が
一
致
す
る
の
は
＠
印
の
天
武
、
桓
武
、
仁
明
、
文
穂
の
四
代
で
あ
る
。
随
っ
て
遺
文
と
年
録
と
が
一
致
す
る
の
は
右
の

外
△
印
の
推
古
、
皇
極
の
み
で
都
合
六
代
あ
る
が
、
歴
代
と
遺
文
と
合
致
す
る
の
は
＠
○
印
の
十
三
代
で
あ
る
。

斯
の
如
く
年
録
と
遺
文
と
は
歴
代
の
御
順
位
に
就
て
は
甚
だ
不
一
致
で
あ
る
が
、
年
録
が
数
回
の
傳
篇
と
三
十
代
、
五
十
代
の
如
く
判

然
記
入
な
き
如
き
無
關
心
で
書
か
れ
た
こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
。
執
れ
に
し
て
も
此
の
鮎
か
ら
で
は
宗
瓶
の
王
代
記
等
と
年
録
と
の
一

○
四
六
代
孝
謙
天
皇
四
六
Ｉ

＠
四
○
代
天
武
天
皇
△
四
○

○
四
四
代
元
正
天
皇
四
四

○
四
五
代
聖
武
天
皇
四
五

『
妙
法
寺
犯
』
並
に
そ
の
原
本
に
就
て

四四四
六五○

九
一



致
は
見
出
し
難
く
、
随
っ
て
年
録
は
必
ず
し
も
宗
覗
の
年
代
記
の
傳
篇
か
否
か
も
疑
は
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
勿
論
當
時
歴
代
の

御
順
位
も
決
定
的
で
な
か
っ
た
故
に
、
異
説
が
無
い
こ
と
も
断
定
し
得
ぬ
の
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
脚
國
王
御
書
に

前
時
の
天
鍵
地
天
は
今
の
代
に
こ
そ
に
て
候
へ
ど
も
、
今
は
亦
其
代
に
は
に
る
べ
き
も
な
き
鍵
天
也
垂
唾

と
あ
る
の
は
、
年
録
の
記
事
と
關
係
最
も
深
い
の
で
あ
る
ｏ
故
に
年
録
は
宗
租
の
と
同
一
記
録
で
な
い
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
別
の
系
統

の
も
の
で
は
な
く
、
宗
租
の
御
所
持
本
中
紳
國
王
御
書
等
の
依
ら
ざ
る
、
他
の
年
代
録
で
あ
っ
た
と
も
想
像
出
來
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に

上
述
の
如
き
結
論
は
、
二
巻
本
以
上
妙
法
寺
年
録
全
艘
と
し
て

一
、
日
蓮
聖
人
を
始
め
日
蓮
宗
の
一
貫
せ
る
記
事
の
存
す
る
こ
と

二
、
日
法
の
草
創
す
る
木
立
の
妙
法
寺
傳
來
の
古
記
録
な
る
こ
と

三
、
日
法
の
遷
化
よ
り
の
異
本
の
存
す
る
こ
と

四
、
立
正
寺
、
光
長
寺
、
妙
法
寺
が
勝
劣
に
縛
派
せ
る
時
本
果
日
朝
の
遷
化
を
劃
し
妙
法
寺
記
二
巻
本
と
し
て
別
行
せ
る
こ
と

五
、
宗
租
と
日
法
聖
人
と
妙
法
寺
と
不
可
分
の
關
係
に
あ
る
こ
と

六
、
サ
サ
菩
薩
等
の
如
き
佛
教
者
慣
用
の
略
字
を
用
ゐ
し
こ
と

是
等
を
綜
合
し
て
、
妙
法
寺
記
の
原
本
は
宗
租
の
王
代
記
等
の
篇
傳
本
の
連
綾
に
依
る
記
録
と
断
定
せ
ざ
る
を
得
ぬ
の
で
あ
る
。

随
っ
て
郷
土
史
料
と
し
て
の
武
田
氏
等
を
中
心
と
し
た
吟
味
は
一
般
郷
土
史
家
の
批
判
に
俟
つ
の
で
あ
る
が
、
佛
教
關
係
就
中
宗
門
關

係
の
記
事
に
就
て
は
久
速
を
久
遠
と
作
る
如
き
類
は
、
此
の
以
外
に
な
し
と
は
断
定
州
來
ぬ
が
、
そ
れ
等
の
黙
の
研
究
摘
州
に
就
て
は
、
他

日
を
期
す
る
こ
と
に
す
る
。
最
後
に
大
方
の
是
正
を
俟
つ
次
第
で
あ
る
。

（
一
二
一
●
一
一
●
一
二
）

『
妙
法
寺
記
』
並
應
そ
の
原
本
に
就
て

九
二


